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1.は じめ に

大 塚久 雄 は 『共 同体 の基礎 理論 』 の なかで,共 同体 の アジ ア的形 態 と古典

古代 的形 態 に共通 の特 質 と して,「平 等」の原理 が み られ る こ とを指摘 してい

る。 それ は,土 地分 配 を 「各家 族 の能力 と必 要 に応 じて与 える」とい う,マ ッ

クス ・ウ ェーバ ーが 「実質 的平 等 」 と呼 ん だ とこ ろの原則 で ある1。 共 同体 が

平 等原 理 に よって規制 されて いた こ とは,企 業 の コ ミュニテ ィ性 を考 察す る

際 に も,も っ と重 視 され るべ きで あ る。

日本企 業 が コミュニテ ィ としての性 格 を もち,そ の こ とが 企業組 織 に安定

性 を もた ら し,効 率 的 な運 営 を も可 能 に した こ とは よ く指摘 され る ところで

あ る2。 共 同体 が外 的封 鎖性 の原 理 を もってい る こ とに は異 論 が少 ない だ ろ

うが,そ れ と同時 に内的平 等性 も構 成原理 に してい る こ とは見逃 されが ちで

あ る3。 企 業 コ ミュニ テ ィ もひ とつ の共 同体 で あ る と考 えれ ば 共 同体 を成

り立 たせ てい る外 的封 鎖性 と内的平 等性 との共 同体 原 理が 日本企 業 に も当て
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は まる と考 え られ る。 日本企 業 の外 的封 鎖性 とは,新 卒 一括 採用 と,そ の結

果 と しての長期安 定 雇用 で あ り,日 本企 業 の内 的平等性 とは,生 活保 障給 と

しての年功 賃金 制度 が もた らす世代 内格 差 の僅 少 さであ る。 中途採用 をほ と

ん ど行 わず,雇 用 の流動性 が きわめ て少 ない大企 業 の労働 市 場 は,そ の封鎖

性 に よって共 同体 を構 成 す る ひ とつ の条件 を満 た していた。 また年功 賃金制

度 は加 齢 と ともに生 計費 が増加 す る こ とに対応 す る生活 保 障給 で あ り,基 本

給 以外 に も扶 養家 族 数 に応 じた家族 手 当やi借 家 や持 ち家 に よっ て差 をつ け

てい る住 宅 手 当 な どを支給 す る ことで,生 活状 況 に応 じて給 料が 増減 す る賃

金 制度 であ り,「各家 族 の必要 に応 じて与 え る」とい う平等原 理 を企業 内 で確

保 す る仕組 み で あった。

しか し,1990年 代 半 ば以 降 日本 企業 の人事 労務 管理 に導 入 され て きた成

果 主義 的人事 制 度 は,こ れ まで 日本 企業 を コ ミュニ テ ィ として形 成 して きた

前 述 の組織 原理 を大 き く変 容 す る可 能性 を もってい る。 もち ろん,こ うした

変 容可 能性 は成 果主 義 だけで もた らされ る もの では ない。成 果主 義 を十分 に

機 能 させ るた めの前提 的条件 と して成果 主義 とと もに導 入 され た裁量 労働制

やそ の発 展 形態 として準備 され てい るホ ワイ トカ ラー ・エ グゼ ンプ シ ョン制,

さ らに結果 としての雇 用 の流動 化 な どが 重 な り合 うときに,コ ミュニ テ ィ と

しての 日本 企業 の組織 原理 は大 き く変容 してい くこ とが予想 され るので あ っ

て,現 在 の ところ,そ の変化 は部 分的 に しか顕在化 して い ない と考 え られ る。

しか し,成 果主 義等 の導入 に よって,日 本企 業 の コ ミュニテ ィ性 が大 き く変

わ ろ う と してい る こ とは確 か で あ る。

本稿 は,こ う した成 果 主 義 的 賃 金 制 度 の導 入 に よる 日本 企 業 の コ ミュニ

テ ィ性 の変 容 を,家 族 手 当制度 に焦 点 を当 てて検 証 してみ よ うとす る もので

あ る。 なぜ家 族手 当制度 に注 目す るか とい えば 第一・に,家 族手 当 は今 で こ

そ金額 はそれ ほ ど大 き くは ないが,生 活保 障給 と しての年功 賃金体系 の ひ と

つ の柱 であ り,そ の意味 で,企 業が 内 的平等性 を保 った コミュニ テ ィ として

の性 格 を維持 す る上 で重要 な意 義 を もって いたか らで あ る。 第二 には,家 族

主 義 と もい われ る 日本企 業 の雇用 シス テムが,従 業 員個 人 を家 族 主義 的 に企

業 に包摂 す るだ けで はな く,従 業員 の家族 を丸 ご と企業 に繋 ぎ止 め る こ とを

基 盤 に成 り立 ってい た と考 えれ ば,福 利厚 生 の諸制 度 と ともに家族 手 当 は従
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業 員 とその家族 にその企 業へ の帰属 意識 を もたせ る重 要 な制度 的支柱 で あ っ

た と考 え られ るか らで あ る。 この ように,企 業 の コ ミュニ テ ィ性 に とって重

要 な意義 を もって きた家 族手 当制 度が,成 果主義 賃金 制度 の導入 の なか で大

き くそ の役 割 を変 え よう と してお り,こ の変化 は 日本 企業 の コ ミュニ テ ィ性

そ の ものの変容 へ と繋 が る とい う点が本稿 の主 な論 旨で あ る。

本稿 は まず,先 行研 究 を手 がか りに成 果 主義導 入 が企業 コ ミュニテ ィに与

える影響全 般 につ いて検 討 し,成 果主義 賃金 制 度が 内的平 等性 も外 的封鎖性

を も変容 させ よう としてい る こ とを確 認す る。 次 に 日本型 年功 賃金 の典型 と

もい われ る 「電産型 賃金 」体 系が 家族 手 当 を軸 に コ ミュニ テ ィ的特 質 を持 っ

てい た こ とを明 らか に し,そ の上 で,近 年 の統 計調査 のデ ー タに よって家 族

手 当の変化 を検 証 し,賃 金 の脱家 族化 が進 ん でい る こ とを明 らか にす る。 最

後 に こう した変化 が及 ばす影 響 につ いて も検 討 を加 える。

2.成 果主義 導入 によ る企 業 コ ミュニ テ ィの変容

守屋 貴司 はその著書 『日本 企業 へ の成果 主義 導入 企 業 内 「共 同体 」 の

変 容 』の なか で,「 成 果主 義人事 管理 制度 の 出現 は,日 本 の企業 内 「共 同

体 」の組織 と凝 彙 性を変 容 も し くは消滅 させ つ つ ある」4と述べ てい る。 こ こ

で 「共 同体 」の組織 と凝集 性 を 「変容 」「消滅 」させ る と守屋 が述べ て い るの

は,成 果主義 人事 制度 に よって,企 業 内 「共 同体」 の基礎 となって きた従 業

員 の 「価 値観 ・規 範 ・感情 の共有 」 や 「集 団的 同一 ・同調行動 」 が崩 れて き

た か らにほか な らない。 「共 同体 」 を支 えた従 業 員 問 の コ ミュ ニケ ー シ ョン

が失 われ,協 力 ・協調 関係 が解体 され,従 業 員 聞の競争 関係 が全 面 にで る よ

うに なった こ とを示 してい る。 成果 主義 人事 制度 が この ような 「共 同体 」 の

「消 滅 」 を もた らす理 由 として,守 屋 は次 の諸 点 を挙 げて い る5。 成果 主義 人

事 制度 本体 が もた らす 要 因 として は,第1に,成 果 主義 が 人件 費 ダウ ンを意

図 して導入 され たため,大 多数 の従 業員 の給与 が ダウ ン し,そ の結果 従業

員 のモ ラー ルが低 下 し,「共 同体 」へ の凝 集性 が 失 われた こ と,第2に,成 果

主義 人事制 度 にお け る評価 基準 が不 明確 で あ り,評 価 結果 に納得 で きない従

業員 が多 く,組 織 の凝 集性 と共 同性 を失 わせ た こ と,第3に,従 来 の人事査

定 が 「情 意 」評価 に よっ て,協 調性 や 同調 的行 動 を促 してい た の に対 して,
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成果主義人事制度での評価項 目では個人別の業績や貢献度が重視 されるよう

になったことで,競 争性が強まったこと,第4に,こ れまでの職務設計では

個人に明確 に分担させ られない境界的な職務領域が広 くあり,そ れが相互の

連絡調整によって協力的に職務遂行 されていたが,成 果主義の導入によって

個人の責任範囲が確定されることで,相 互依存的な職務領域の責任が曖昧に

なり,職 務遂行が不十分になったことなどが挙げられている。

第一の点に関していえば,成 果主義賃金制度導入が総額人件費の抑制 に

あったことは否定できない。それは従来の年功賃金制度が若年層は中高年層

より多いという人口構成 と,拡 大する経済成長を暗黙の前提にして成 り立っ

ていたからであ り,そ うした前提条件がなくなれば,勤 続とともにほぼ自動

的に賃金が上昇 し,総 額人件費が増大するという年功賃金制度は維持できな

いからである。従業員の平均年齢が上がるだけで総額人件費が増大してしま

う賃金制度が中高年層の方が多い人口構成のなかで維持できないことは明 ら

かであ り,そ の点では勤続 とともに賃金が上昇する年功賃金制度(職 能給制

度もこの点では同じである)を 改変 し,企 業活動の生産性の伸長や経営拡大

とリンクした賃金制度を構築 したいとする成果主義導入の意図は理解できる

ものである。だが,こ うした 「総額人件費の抑制」と,「人件費ダウンを意図

して」ということとは同じではない。まして 「大多数の従業員の給与がダウ

ン」 した事実が成果主義導入の結果であったかどうかは,慎 重に検討する必

要がある。給与ダウンの第一一の要因は日本経済の不況にこそ求められるべ き

であ り,成果主義導入にその責めを負わせることは妥当ではないと思われる。

それよりは,成 果主義賃金制度が企業内 「共同体」に与える影響 としては賃

金格差の拡大こそが論 じられるべきである。 とりわけ同世代や同期入社のな

かで大きな差がつ くようになったことは,同 質性や平等性を失わせることで

共同性 を損なう結果に繋がっていると思われる。

第二の評価の納得性の問題は成果主義人事制度に本来的に起因する問題点

である。どんなに評価基準が明確になり,上 司が評価することに習熟 したと

しても,全 員が評価に納得するようにはならないだろう。最終的には,評 価

が納得できなければ会社を辞めるという選択肢があってはじめて,評 価は受

け入れられるのであり,そ の選択肢がないところで一方的な評価が下されれ
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ば,納 得性 は得 られず,組 織 の凝 集性 は失 われ る こ とになる。評価 す る上司

に して も,不 満 の残 る評 価 をす れ ば貴 重 な人材 が 失 わ れ る とい う リス クが

あ って こそ,納 得 性 の高 い評価 を行 うので あっ て,こ う した労働市 場 の 開放

性 の な い ところで は評価 制 度 は確 立 してい かな い し,成 果主 義人事 制度 は十

分 に機 能 して いか ない。 いず れ に して も,評 価 制度 を伴 った成果 主義 人事 制

度 は企 業 内 「共 同体」 を支 え る外 的封 鎖性 を崩壊 させ る方 向 に働 か ざるを得

ない。

また守屋 は,企 業 内 「共 同体 」 の変 容 に影響 を与 える 「副 次的 な成果 主義

人事 制 度」 として,雇 用管 理制 度 の変化,キ ャ リア開発,裁 量労働 制 の導入,

福 利厚 生制 度 の変 化 の4点 を示 して い る6。 守屋 の指 摘 を手が か りにTこ れ

らの人事 制度 の変化 の もつ 意味 も考 えてみた い。

守屋 に よれ ば近 年 の雇用 管理 制度 の変化 と して もっ と も大 きな点 は,企 業

が 「終 身雇用 制度 」 を標 榜 しな くなっ た こ とであ る。 その代 わ りに企 業 と従

業 員 の関係 を表 す象 徴 的 な概 念 が 「エ ンプ ロイ ア ビ リテ ィ」 で あ る。 当該 企

業 に雇用 され続 け るため にiあ るい は転職 を実現 し新 た な企 業 に雇用 され る

ため に求 め られ る能力 が 「エ ンプロイ ァ ビ リテ ィ」 で あ り,雇 用維持 の責 任

を労働者 個 人 に転 嫁 させ る理念 として 「エ ンプ ロイ ア ビ リテ ィ」 は登 場 して

きた。 この理 念 が広 が れ ば,当 然,外 部労働 市場 での移動 性 や 自 らの価値 に

関心 が向 か う ことにな り,コ ミュニテ ィ としての企 業 の凝 集性 は低 下す る こ

とにな る。

次 の キ ャ リア開発(=キ ャ リア形成)上 の変化 も成 果主義 の導入 や,「終 身

雇用 制 度」 の放棄 と関係 して い る。 これ までの 日本企 業 は従業 員 の職 務移 動

につ いて全面 的 に会社 側が 決定権 を もってお り,こ の こ とが経 営上 の フ レキ

シビ リテ ィ として効率 的 な組織 運 営 に大 き く寄 与 して きた。 しか しこれ は年

功 的 な昇 進 ・昇給 と 「終身雇 用 」が保 証 され てい たか らこそ,従 業 員 は異 動

命 令 に異 議 を唱 えず受 け入 れ たの で あ って,短 期 間に厳 し く成 果 が 問 われ7

そ の結 果 に よって年収 に も大 きな格差 がつ き,場 合 に よって は早期退 職勧 奨

の対 象 に もされ て しま うとなれば,自 分 の キ ャ リア形 成 は 自分 で決 めたい と

考 えるの も当然 であ る。 こう して広 まってい った制 度が 「社 内公募 制度」 や

「社 内FA(フ リー ・エ ー ジェ ン ト)制 度」 であ る。 企業 内 「共 同体 」での平
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等性 や 身分 保証 が な くなれ ば,転 職 まで も見据 えて,個 人 と してスキ ル ア ッ

プや キ ャ リア形 成 を 目指す ようにな るの も当然 で あ る。 そ して内 部労働 市場

での個 人 の職務 の選択性 が強 まるほ ど,企 業 コ ミュニテ ィの 同質性 や 同調性

は弱 ってい か ざる を得 ない。

裁量 労働 制 の導入 は,富 士通 が成 果主 義 の導 入 に際 して 「SPRIT」 と呼 ぶ

新 た な勤務 制 度 を導入 した こ とに示 され る よ うに,残 業時 間の多 寡 で給 料 が

増減 す る ような従 来の一律 的労働 時 間管 理 は,原 理 的 には成 果主 義賃金 制 度

と相 容 れ ない ものであ る。専 門性 を もっ たホ ワイ トカ ラー労働 者 に本 来の成

果 主義賃 金制 度 を実施 しよう とす れ ば 労働 時 間の管 理 も個 々の 自己裁量 に

委 ね ざ るを えない。逆 に,勤 務 時 間を 自由な 自己裁 量 にす れ ばす るほ ど,賃

金 制度 も成 果 主 義 的 な もの に な らざる を得 ない だ ろ う。 しか しこ う して,9

時 一5時 の一律 の勤 務 時 間制 度が な くなれば,同 調 性 や協 調 行動 に支 え られ

た企 業 コ ミュニ テ ィは弛緩 して い くこ とに なろ う。

また,「 日本 的経 営」を支 える重 要 な人事制 度 の ひ とつ であ った福 利厚 生 制

度 も,成 果主 義 の導入 の なかで大 き く変 わ ろ う としてい る。 これ まで 「日本

企 業 は福 利厚 生制 度 の実施 を通 して,『協 調 的』な労使 関係 の構 築化 ・安定化

をお こない,人 材 の確 保 ・定 着 をはか る と ともに,福 利厚 生 制度 の増進 に よっ

て,『企 業意 識』の 内面化 をはか り,従 業員 の労働 意欲 の 向上 や企 業へ の忠 誠

心 の確保 をはか る こ とで,企 業 内 『共 同体 』の存 続 ・維 持 をはか って きた」7。

だが賃 金制 度が,生 活保 障 給 と しての属 人的 な年功 賃金 か ら,職 務給 ・仕 事

給 として の成果 主義賃 金 に移 行 す るなか で,世 帯 状 況 に よって利 用 度 の大 き

く異 な る画 一的 な福 利 厚生 制度 で はな く,個 人の 自由に選択 で きる カフ ェテ

リアプ ラ ンへ と形 を変 えて きてい る。 これ も企 業 が生活保 障 の基 盤 と して の

コ ミュニ テ ィ性 を弱 め,従 業員家 族 の生活 には深 く関 わ らな くなって きた証

左 で あ る。

3.「 電産型賃金」体系における家族手当

戦後の日本企業の賃金体系 を特徴づけている生活保障給の観念 をもっとも

明確に示 していたのが1946年 に日本電気産業労働組合が提案 したいわゆる

「電産型賃金」体系である。これは電力業界だけではなく,1955年 頃まで多
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くの企業 で採用 され,大 きな影響 力 を もった賃金体 系 であ った。 ここで は家

族 手 当 を中心 に,「電 産型賃 金」体 系 につ いて検 討 したい。 図1に 掲 げた 「電

産 型賃 金 」体系 に よってわ か る ように,「 電産 型賃 金」 は 「生活保 障給 」 「能

力 給 」「勤続 給」の三つ の要素 か ら成 り立 って い るが,そ の うちの 「生活保 障

給 」が賃 金総 額 の80%を 占め てい た とい う8。そ の 「生 活保 障給 」の部分 は年

齢 に よって増額 されて い く 「本 人給 」 と,扶 養家 族数 に よって増 額 されて い

く 「家 族給 」 か ら構 成 され てい る。年齢,家 族 数 とい った明確 な基 準 に基 づ

い て,労 働 者 の最低 生活 を保 障 し よう とす る 「平 等 原理 」 に貫 か れ てい る点

が 「電産型 賃金 」 の特 徴 の ひ とつ であ る9。

図1電 産型賃金の体系

_E灘 モ 韓 ≒ 墾 ヨー

一磁叢
賞 与 金

(出所)河 西宏祐 『電 産の群像』,161頁 。

「本 人給 」 は17歳 以 下 を500円 と して,そ れ に18歳 か ら30歳 まで は1歳

につ き30円,31歳 か ら40歳 まで は1歳 につ き20円 を加 給 し,41歳 以上 は

40歳 と同額 にす る,と 規定 され てい る。 また 「家 族給 」 は最初 の1人 は200

円f2人 以上 は1人 につ き150円 を加給 す る,と なって い る10。 た とえば28

歳 で扶養 家族 が3人 いれ ば,「 本 人給」 が500円+30円 ×11=830円,「 家

族 給」 が200円+150円+150円=500円 と な り,「生 活 保 障 給」 は合 計

1,330円 とな った。全体 的 に も約3分 の1が 「家 族給 」で あ った とい われ るか

ら,い か に家 族 手 当 の部 分 が大 きな割合 を 占めて い たが わか る。 もちろ ん,

戦 後 の混乱 で生 活が 困窮 してい る なか で最低 生活 を保 障 しよう とい う意 図で

構 想 された賃金体 系 で はあ ったが,そ れ に して も 「平 等原 理」 を重視 し生活
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保 障 に配慮 すれ ば この ような賃 金体系 にな り,そ れが 戦後 の賃金 制度 の 出

発 点 に なってい た こ とは重 要 であ る。 また,こ こでの 「平等 原理」 が労働 者

とその 家族 の生 活 が保 障 され る とい う点 で の平等 性 で あ る こ と も見 逃 せ な

い。 そ の後 「電産 型賃 金」体 系 は,職 務 給 や職 能給 に取 って代 わ られ,能 力

給 の要素 が増 大 して い くが,そ れ で も年功 カー ブ を描 く賃金体系 で ある こ と

に は変 わ りは な く,実 質的 に家族 の生 計 費 に配慮 した生活保 障給 としての性

格 を保持 して きた とい え よ う。

だが近 年,日 本 企業 に多 く導入 され てい る成 果主 義賃 金制 度 は こ う した生

活保 障給 と して の年功 賃金 制度 を大 き く変 え,家 族 手 当制度 の見 直 しを迫 っ

てい る。家 族 手 当改定 の例 をあ げ る と11,キ ャノ ンは2002年4月 に家 族手 当

な どの諸 手 当 を廃 止 し,同 時 に定期昇 給 も止 め た。 また武 田薬 品工 業 は従 来,

扶養 家族3人 で4s,500円 支 給 して い た家 族手 当 を,2003年5月,新 しい賃 金

制 度 の導入 と と もに廃 止 して い る。 さ らに ソニ ー も2004年4月 か ら,新 ・人

事制 度 の導入 とと もに家 族 手 当,住 宅 手 当 を廃 止 した。 また廃 止 で はな く制

度設 計 を変 えた事例 もあ る。三洋 電機 は従 来 の家 族 手 当 は廃止 し,出 産 ・入

園入 学 な どに一時 金 を支 給 す る制度 を導入 した。NECも 配偶 者 手 当 は廃 止

す る一方 で子 どもの手 当分 は増額 し,併 せ て 出産一 時金 を支給 す る ように し

た。 で は家 族手 当の全体 的 な状況 は近 年,ど の ように変化 して きてい るの だ

ろ うか。各 種統 計 資料 を使 って検 討 して い きたい。

4.各 種統計調査にみる家族手当の動向

統計調査のデータを家族手当の支給状況を検討 しよう。家族手当の支給状

況を調査 した統計資料には,(1)人 事院が毎年行っている 「民間給与の実態」

調査,(2)厚 生労働省の 「就労条件C合 調査」(旧 「賃金労働時間制度等総合

調査」),(3)東 京都産業労働局の 「中小企業の賃金事情⊥(4)中 央労働委員

会の 「賃金事情調査」などがある。これらの統計資料を用いて,家 族手当の

支給状況が近年 どのように変化 してきているかを見ていきたい。

4-1.「 民間給与の実態」

人事院給与局(勤 務条件局)が 昭和23年 以降毎年行っている 「民間給与の

実態」調査は,「企業規模100人 以上で,か つ,事 業所規模50人 以上」の民



成果主義賃金制度の導入 と企業コ ミュニティの変容39

問事 業所 を調 査 対 象 に して,そ こか ら約7500余 りの事業 所 を抽 出 して調 査

を行 ってい る。 主 た る調査 は従 業 員別 の 「きまって支給 す る給 与 総額 」や 「時

間外 手 当額 」 な どの調査 で あるが,こ の個 人別 の調 査事 項 とは別 に,事 業 所

別 の調査 と して,家 族 手 当や住 宅手 当,通 勤 手 当 の支 給状 況 を調査 してお り,

この うち家 族手 当 につ いて は,① 「支給 ・非 支給 別事 業所 の割合 」,② 「家 族

手 当 の額 の定 め方」,③ 「扶養 家族 の構 成 別平均 支給 月額 」12を集計 して いる。

平 成14年 の調査 結 果 は以下 の通 りであ る。

まず家 族 手 当 を支給 して い る事 業所 割合 で は表1の ような結 果 に なってい

る。 この調査 結 果 をみ る と,500人 以 上 か未満 か とい う規模 に係 わ らず,g割

近 い事 業 所 が家 族手 当 を支給 して お り,家 族 手 当 の普 及度 の高 さが 分 か る。

ち なみ に住 宅手 当 を支給 してい る割合 は同調査 で59.9%(規 模 計)で あ るか

ら,い か に家族 手 当が一般化 してい るかが分 か る。

表1支 給 ・非支給別事業所の割合

＼ 規模計 500人 以上 500人 未満

支給
非支給

..

11.7

89.2

1:

::!

12.0

(資料出所)人 事院 『民間給与の実n,4,平 成14年 職種別民間給与実態調査の結果一 』

で は家族 手 当の支 給方法 は どの よ うにな ってい るの だ ろ うか。金額 の定 め

方 につ い て集 計 したの が表2で あ る。手 当額 の定 め方 の 「配 偶者 の み特 定,

その他 は扶 養人 員順 」 とは,配 偶 者 の手 当額 は別 に定 め,そ れ以外 の扶養 家

族 につい て は一 人 目5000円,二 人 目4000円,三 人 目3000円 とい う ように決

め てい る とい うこ とで あ り,「配偶 者,子,弟 妹等 の別 」 とは,配 偶者 は1万

円,子 は一 人5000円,弟 妹 は一 人3000円 とい う ように決め てい る とい うこ

とで あ る。 いず れ に して も,次 の 「扶養 家族 の構 成別平 均 支給 月額 」 も合 わ

せ てみれ ば,家 族手 当 の なかで配偶 者 に対 す る手 当 を別 に設定 してい る事 業

所 が多 く,そ の結果 配偶者 へ の支給 額 が高 くなっ てい る こ とがわ か る。
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表2家 族手当の額の定め方

定め方
規模計 500人 以上 500人 未満

配偶者のみ特定 その他

は扶養人員順

配偶者,子,弟 妹等の別

扶養人員順

その他

45.9

34.2

15.6

4.3

46.0

31.5

18β

3.9

45.9

34.9

148

4.4

(注)手 当を支給する事業所 を100と した割合である。

(資料出所)表1と 同 じ。

扶養 家族 の構 成別 に家 族手 当の支給額 の平均 を算 出 した のが表2-3で あ

る。 これ を見 る と,企 業 規模 に よって多 少 金額 の高低 はあ るが,配 偶 者 に は

約15,000円,子0人 につ き約5000円 程 度 が支 給 され る とい うのが平 均 的 な

支給額 であ る こ とが理解 で きよう。 配偶 者 と子 ども2人 の家族 をモデ ル支給

額 とす れ ば,規 模 計 で26,140円 にな ってい る。

表3扶 養家族の構成別平均支給月額

扶養家族の構成
規模計 500人 以上 500人 未満

配偶者
配偶者と子1人 の場合

配偶者と子2人 の場合

15,035円

20,752円

26,140円

17,914円

24,156円

30,212円

14,048円

19,591円

24,758円

(注)1.支 給月額は,家 族手当の支給につ き配偶者の収入に対する制限があ
る事業所 における支給月額の平均を扶養家族 の構成 に応 じて累計

したものである。
2.支 給月額は,家 族手当が平成12年 以降改定 された事業所について

算出した。

(資料出所)表1と 同 じ。

これ は平 成14年 の調 査結 果 で あ るが,家 族手 当の 中身 につ い て,配 偶者 は

減 額 ・廃 止,子 ど もへ は増 額 とい う傾 向 が み られ る とい う指摘 もあ るの で,

そ れぞ れ の支給 金 額 が どの よ うに変化 して きてい るか につ い て検 討 した い。

表4は,「 配偶者+子 ども1人 」の支給 額 か ら 「配偶 者」のみ の支給額 を引 く

こ とで,「子 ど も1人 」の支給 額 を求 め,そ れ を年 度 ご とにま とめ た もので あ

る。 これ を見 る と,「 配偶者 」へ の支給 額 は平 成10年 ごろ を ピー クに減額 さ

れ て きて い るので,平 成4年 か ら平 成14年 まで の変 化 で は金額 で1,134円,

率 に して7.0%の マ イ ナス とな ってい るの に対 して,「 子 ども1人 」へ の支給
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額 は平成12年 か ら14年 にか けて微 減 となって い るだ け なので,平 成4年 か

ら平成14年 の変 化 で は,金 額 で1,346円,率 で30.8%の 増加 とな って い る。

したが って,「 配偶 者+子 ども1人 」 の支給 額 は平成4年 と平成14年 とを比

較 して も,全 体 の金額 で はほ とん ど変化 が ないが その 内訳 をみ る と 「配偶

者 」分 は減 額 され,「 子 ども」分 が増額 されて い る こ とが わか る。 また 「配偶

者+子 ど も1人 」の支 給額全体 の変化 をみ る と,平 成10年 頃が ピー クで(500

人未満 の規模 で は平 成12年 が ピー ク),そ の後 は減少 が続 い てい る こ とも分

か る。 ただ しこのデー タは表3の(注)に 示 されて い る よ うに,限 定 された

集計 結 果 に基 づ く数 値 なので。全体 的 な傾 向 とは必ず しも一致 しない可能性

が あ る。

表4支 給額の変化
(単位は円)

規模計 500人 以上 500人 未満

年 配偶者
配偶者
+子1人 子ども1人 配偶者

配偶者
+子1人 子ども1人 配偶者

配偶者
+子1人 子ども1人

平成4 16,16920,5404,371 19,22524,251.5,026 15,36219,5664,204

5 17,032 21,7174,685 18,45824,0995,641 16,46620,8564,390

6 17,344 22,3174,973 19,43024,8555,425 16,63721,4634,826

7 17,373 22,4465,073 19,57425,3275,753 16,54321,3914,$48

8 17,604 22,7235,119 20,49326,7896,296 X6,78121,5644,783

9 ユ7,757 23,0545,297 20,76626,6935,927 ユ6,84921,9595,110

10 18,521 23,9965,475 21,44027,5486,108 17,46622,7025,236

11 18,078 23,7365,663 20,24626,5216,275 17,20822,6545,446

12 x.8,392 24,3065,914 19,30625,3045,998 x.7,94723,8305,$83

13 17,718 28,5255,807 20,16626,7076,541 17,061.22,6635,602

14 ].5,035 20,7525,717 1.7,91424,1566,242 1.4,04819,5915,543

(資料 出所)人 事院 『民間給与の実態』各年版より作成。

支 給 額 の 減 額 傾 向 は確 認 され た が,支 給 割 合 は どの よ う に変 化 して きて い

る の だ ろ うか 。

表5を み る と,昭 和60年 以 降 で 家 族 手 当 の支 給 率 が 最 も高 か っ た 年 は,「規

模 計 」 で は 平 成8年 の91.9%,「500人 以 上 」 で は平 成3年 と6年 の94.2%,

「500人 未 満 」で は平 成8年 の91.4%で あ っ た こ とが 分 か る。 ま た 支 給 率 が 最

も低 い 年 は どの 規 模 で も平 成18年 で あ り,「 規 模 計 」 で は79.3%,「500人 以

上 」で は77.5%,「500人 未 満 」で は81.3%で あ っ た 。 つ ま り平 成18年 は ピー

ク 時 に比 べ,「 規 模 計 」 で は11.6ポ イ ン ト,「500人 以 上 」 で16.7ポ イ ン ト,
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「500人 未満 」で10.1ポ イ ン トの減少 とな ってい るので あ る。 しか も「規模計 」

と 「500人 以 上」 で は平 成12年 以 降の6年 間 で10ポ イ ン ト以上 のマ イナ ス

となってお り,こ の数年 間で家族 手 当の支給状 況 にか な り大 きな変化 が現 れ

てい る こ とが分 かる。

こ う した支給 状 況の変化 は,単 身の従 業員 な ど家族 手 当 に該 当 しない労働

者 の増加 に よる可 能 性 もない わ けで は ないが,調 査 対 象 が従 業 員50人 以上

の事 業所 で あ る ことを考 えれば,家 族手 当制度 そ の ものの廃止 に よる支 給割

合 の低 下 と判 断す るのが妥 当であ ろ う。

表5支 給状況の推移
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(注)平 成18年 の 「500人未満」の数字は 「100人以上500人 未満」の数字である。

(資料出所)人 事院 『民間給与の実態』各年版よ り作成。

4-2.「 就 労条 件総合 調 査」

次 に厚 生労働省 の 「就 労条件 総合 調査 」(平 成12年 まで は 「賃金 労働 時 間

制度 等総合 調査 」)を用 い て,家 族手 当の支給状 況 を検 討 してみ よう。 この調

査 は常用 労働者30人 以上 の民 間企 業 と対象 に した もの で,平 成16年 調査 で

は5300社 を抽 出 し,有 効 回答 率 は826%で あ った。調 査 項 目は年 に よ って
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入 れ替 えてあ り,こ こで は家族 手 当の調査 が行 われて い る昭和61年,平 成2

年,平 成8年,平 成11年,平 成16年 の デー タを取 り上 げ る。

家 族手 当 を支給 してい る企 業 の割合 は表6で 示 した通 りで あ る。

表6家 族手当の採用状況(支 給企業数割合〉
(単位は%)

年 規模計 1000人 以上 100～999人 30～99人

昭和61年 74.3 'll 1 71.1

平成2年 78.9 92.2 87.2 75.1

8年 798 914 57.3 76.3

ll年 77.3 79.6 81£ 75.4

16年 71.ユ 1*1 77.0 68.4

(注)昭 和61年,平 成2年 のデータは,『平成9年 版賃金労働時間制度

等総合調査』の 「調査結果の概要」から引用 した。

(資料 出所)労 働省政策調査部編 『平成9年 版賃金労働時間制度等総

合調査』,同 『平成12年 版賃金労働時間制度等総合調査』,

厚生労働省大臣官房統計調査部編 『平成17年 版就労条件

総合調査』 より作成。

表6か らも分 か る よ うに,家 族手 当の 支給 割合 は昭和61年 か ら平成8年

にか けて は,大 きな変化 が な く微 増 で推 移 して いた とい える。 しか し平成11

年 か ら16年 にか けて は,規 模 計 での支給 割合 は77.3%か ら71.1%へ6.2ポ イ

ン ト低 下 し,100～999人 で も4.8ポ イ ン ト,30～99人 で は7ポ イ ン トも低

下 してい る。1000人 以上 の大企 業 で は この 間 は微増 で はあ るが,平 成8年 か

ら11年 にか けて,91.4%か ら79.6%へ と大 き く支給 割合 を低 下 させ て い る こ

とか ら,家 族 手 当廃 止 ・縮小 の取 り組 み が大 企 業 の方が早 か った こ とを窺 え

る。 また大企 業 での微増 の背 景 として は,2003年7月 に 「次世代 育 成支援対

策推 進 法」が制 定(施 行 は2005年4月)さ れ た こ とで,大 企業 で育 児支援 手

当が新 た に創 設 され た こ とな どが家族 手 当の増加 と して現 れてい る こ とも考

え られ る。

全 体 と して支給 割合 が低 下 して い る理 由 と しては,成 果主義 賃金 制 度の導

入 で属 人的手 当 で ある家 族手 当制 度 自体 を廃 止 した以外 に,単 身世 帯 や共働

き世 帯 の増 加 で 支 給 条 件 を満 た さ な い世 帯 が 増 加 した こ と も考 え られ る。

『賃 金労働 時 間制度 等総合 調査』 お よび 『就 労条件 総合 調査』 の調 査票 で は,

家 族手 当 に関す る質 問項 目 と して制 度 の有 無 を尋 ね る設 問 と,手 当 の支 給人

数 と総 支 給 額 を尋 ね る設 問 とが 区別 され て お り,年 に よって調 査 項 目が 異
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な っ て い る 。 制 度 の有 無 に つ い て 調 査 して い る 昭 和61年,平 成4年,9年,

16年 の デ ー タ を表7に ま とめ て み た。

表7家 族手当制度のある企業割合(
単位 は%)

年 規模計 lGOO人 以上 100～999入 30～99人

昭和61年

平成4年

9年

16年

76.6

78.5

78.E

6%

92.2

92.5

79.2

84.7

8α7

76.6

75.6

74.3

66.5

(注)昭 和61年,平 成4年 のデータは,『平成10年 版賃金労働時間制

度等総合調査』の 「調査結果の概要」か ら引用 した。

(資料出所)労 働省政策調査部編 『平成10年 版賃金労働時間制度等総

合調査』,『平成17年 版就労条件総合調査』

表7か ら分 か る ように,家 族 手 当制 度 の あ る企業 割合 は平 成4年 の78.5%

か ら,平 成16年 の69.6%へ8.5ポ イ ン ト減少 してい る。表2-6と 合 わせ て

み れば,多 少 調査 年 にズ レが あ る ものの,ほ ぼ同 じよ うな傾 向で,割 合 が低

下 してい る。 したが って家族 手 当制度 自体 を廃 止 してい る企業 が増 えてい る

こ とが,支 給 企業 数割合 の低 下 に繋が ってい る こ とが分 か る。

次 に家 族 手 当の金額,お よび毎 月 の賃金 の なか で 占め る割合 を 「就 労 条件

総合 調査 」 の デー タで検 討 しよ う。

表8は,平 成8年,11年rl6年 につ い て所 定 内賃金,基 本給 諸 手 当の金

額 と比 率 お よび 同年 の家 族手 当の平 均 支給額 を ま とめた もの であ る。家 族

手 当の額 は家族 手 当支 給対象 労働 者 の平均 で あ るか ら,全 労働 者 の平均 で あ

る所 定 内賃 金 その他 と同列 には比 較 で きない。 しか しこの2つ の デー タを合

わ せ て み る と,① 平 成11年 か ら16年 に か け て 所 定 内 賃 金 が 約7,300円 下

が っ た こ と,② そ の うち基本 給 の減 少 は約2,500円 で,③ 諸 手 当の減 少 分 は

そ れ よ り大 き く約4800円 であ る こと,⑤ 家族 手 当の減少 は200円 ほ どで僅

か であ る こ と,な どが分 か る。 つ ま り,家 族 手 当 に焦 点 を当て て考 察 す れば,

家族 手 当の額 にあ ま り大 きな変化 は ない よ うに見 えるが,実 は これ まで述べ

て きた ように,制 度 自体 を止 め るな ど支給 割合 は低 下 してお り,そ の こ とが

諸手 当全 体 の平均 金額 を下 げ,さ らに所 定 内賃 金 の低 下 に繋 が ってい る とい

うこ とで あ る。 この こ とは次 の表9に よって さ らに明確 にな る。表9は 平成

8年 と16年 の賃金構 成比 を示 した ものだが13,表 か ら分 か る よ うに,諸 手 当
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の な かで もっ と も比 率 を下 げ たの は生 活手 当 であ り,と くに家 族 手 当 は0.5

ポイ ン トも比率 を下 げてい るの であ る。 しか もこの傾 向 は大企 業 に顕 著 で あ

りf1000人 以上 の規模 で は3.0%か ら1.4%へ,家 族手 当の構 成比 は大 き く下

が って い る。

表8所 定内賃金と家族手当の金額の推移

年 所定内賃金 基本給 諸手当 家族手当

平成8年 318,242(100.0) 266.687(83.8} 51,555(16.2) 18,513t5.8]

11年 321,859 269,995 5x,864 18,713

16年 314,577 267,497 47,079 18,515

(注)家 族手当は支給対象労働者の1人 当た り平均支給額である。

(資料出所)『平成9年 版賃金労働時間制度等総合調査』,『平成12年 版賃金労働時間制度等総合調

査』,『平成17年 版就労条件総合調査』 より作成。

表9労 働者1人 平均月間賃金額及び構成比(平 成8年 ・平成16年)

所定内賃金

基本給

諸 手 当

計
業績
手当

勤務
手当

精皆勤
手当

通勤
手当

生活手当 調整
手当

その他 不明
計 瞬 手当

(円)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)(%)

平成
8年

規 模 計

1,DOQ入以上

100～1000人

30～99人

318,242100.083.816.81.74.SO.62.74.92.30.60.9-

350,430100.085.114.91.34.50.22.45.43.00.30.7-

300,799100.083.116.91,84.80.73.04.92.00.80.9-

281,992100.081.918.12.65.71.52.63.61.31.01.0一

平成
16年

規 模 計

1,000人以上

100～1000人

30～99人

314,577100.085.015.01.84.50.42.54.01.80.70.60.4

356,096100.083.316.71.76.11.02.83.31.40.90.70.1

298,721100.084.615.41.84.90.42.84.11.80.60.60.1

272,736100.083.316.71.76.11.02.83.31.40.90.70.1

(資料出所)『平成9年 版賃=金労働時間制度等総合調査』,『平成17年 版就労条件総合調査』より作成。

平 成11年 の同調査 にお ける賃 金制 度 の改定 につい ての調査 結果 で は,「 過

去3年 聞 に手 当 を縮減 し基 本給 に組 み入 れ」 た企 業 が規 模 計 で6.4%,1000

人 以上 で は11.9%に な ってお り,ま た 「今 後3年 間 に手 当 を縮 減 し基 本給 に

組 み入 れ」る とした企業 の割合 が全 体 で5.2%,1000人 以 上で は12.3%で あ っ

た。 こう した なかで家 族手 当 の縮 減 も進 んで い った とい え よ う。
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4-3.「 中小企 業 の賃金 事情 調 査」

次 に中小 企 業 での家族 手 当 の実施状 況 につ いて,東 京都 産業 労働 局 が行 っ

てい る 「中小 企業 の賃 金事情 調査 」 を使 って見 てい きたい。 この調査 は従業

員規模30人 以 上300人 未 満(小 売 業 ・サ ー ビス業 で は10人 以 上)の 民 営企

業 を対象 に,各 産 業別 に抽 出 して行 って い る調査 で,集 計企 業i数は1100社 余

りで あ る。 こ こで は東京 都 産業労 働 局が ホー ムペ ー ジ上 で公 開 してい る平成

12年 以 降の デー タを集計 した。

家 族 手 当 の支 給状 況 は表10か ら分 か る よ うに,家 族 手 当 を支給 してい る

企業 の割合7割 前 後 となってお り,「就労 条件 総合調査 」の30人 ～99人 の企

業規模 で のデ ー タ とほ ぼ同 じよ うな水 準 であ り,大 企業 と比較 す る とか な り

低 くな ってい る。 また 中小企 業 の なかで も企業 規模 に よって差 が見 られ,各

年 とも100～299人,50～99人,10～49人 の順 で支給 割合 が低 くなって い

る。 さ らに経年 変化 を見 る と,全 体 に は6年 間で,4分 の3の 企 業 が支 給 し

てい た状 況 か ら3分 の2の 企 業 しか 支給 して い ない状 況へ と水 準 が低 下 して

お り,特 に10～49人 の企業 規模 で は13.6ポ イ ン トも下 が り,過 半数 を少 し

超 える水 準 にまで低 下 して きてい る。

表10中 小企業での家族手当支給状況
(単位は%)

規模計 100～299人 50～99人 10～49人
年

支給1非 支給 支給1非 支給 支給 非支給 支給1非 支給

平成12年 75,324,282,716,882,416,770,229.6

13年 72,926,481,018,480,319,268,730.5

14年 72.E27.481.118.977.122.967.632.3

15年 68,531,583,216,872,927,163,037.0

16年 67,331,678,720,875,624,159,738.5

17年 64,234,674,525,572,026,656,642.0

(資料出所)東 京都産業労働局 『中小企業の賃金事情』各年版 より作成。

しか し,家 族手 当 の支 給金 額 につ いて は,表 か ら分 か る ように,あ ま り大

きな変化 は見 られ ない。 この調査 で は,扶 養家族 数 に係 わ らず0律 に支給 し

てい る場合(支 給企 業 の約1割)と,家 族構 成 に応 じて支給 して い る場合(支

給企 業 の約9割)と に分 けて集計 してい るが,ど ち らの場合 も平 成15・16年

ころが ピー クで,平 成17年 にか けて 手 当の額 が 縮小 されて い る。配偶 者 と
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子 ども2人 を想 定 して家 族手 当 の 「モ デル支 給額 」を算 出 してみ る と,2万 円

前後 で大 きな変化 は見 られ ない が,内 訳 と して は,多 少,子 どもの比重 が高

くな ってい る とい え よう。

表11中 小企業での家族手当支給額の推移

(単位は%)

家族別支給

年 総平均 一律支給

平均額
第一扶養

(配偶者)

第二扶養

(第一子)

第三扶養

(第二子)

モデル

支給額

平成12年 5,89610,1195,80911,0124,5274,083 x.9,622

13年 5,90810,0055,79410,9344,6134,070 19,617

14年 6.0$810,4265,98611,1664,7994,287 20,252

15年 6,17911,0526,09411,4374,8494,334 Zo,s20

16年 6,20612,0166,08411,3415,0444,338 20,723

17年 *8,64111,7455,53711,1364,9104,253 20,299

(注1)「 モデル支給額」は 「家族別支給」の配偶者+第 一子+第 二子で算出した。

(注2)「 総平均」の平成17年 の数字(*)が 突出 している理由は不明である。

(資料出所)東 京都労働局 『中小企業の賃金事情』

4-4.「 賃 金 事情 調査」

次 に中央労働 委 員会 事務 局が 労使紛 争 の調停 のた めの 資料 と して調査 して

い る 「賃 金事 情調査 」(「賃金 事情 等総合 調査 」)を 見 てい きた い。 この調査 は

資本金1億 円以 上,従 業 員1,000人 以上 の大企 業 を調査 対象 に,300社 前後 か

らデ ー タ を集計 して い るので,大 企 業 での家 族手 当 の動 向 を知 る こ とが で き

る。家族 手 当 につい て は,制 度 の有 無,打 切 制度 の 内容,支 給 額等 が ほぼ隔

年 で調査 され て きたが,平 成17年 の調査 には家 族手 当の項 目はなか っ た。

表12大 企業での家族手当支給状況

支給額(単 位 は千円)

年 集計社数
制度のあ
る会社数

採用割合

(%) 第1順 位 第2順 位 第3順 位 モデル

(配偶者) (第1子) (第2子) 支給額

平成2年 37833588.616.95.34.6 2α8

平成5年 40636389.418.65.95.3 r・

平成9年 35731.889.118.46.05.3 29.7

平成11年 33930389.419.06.35.6 30.9

平成13年 30326587.518.95.95.3 30ユ

平成15年 28825187.218.76.55.9 31.1

(注)「モデル支給額」は 「第1順 位」「第2順 位」「第3順 位」の支給額 を合計 し,夫 婦 と子
ども2人 の家族の場合の家族手当支給額 を算出した。

(資料出所)中 央労働委員会事務局編 『賃金事情調査』各年版 より作成。
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「賃 金事情 調査 」の結果 では,大 企 業 での家族 手 当 の採 用割合(=家 族 手 当

制 度 の あ る企 業 の割合)お よび支 給 額 にそれ ほ ど大 きな低 下 は見 られ ない。

採用 割合 は9割 近 く,モ デル支給 額 は夫婦 と子 ども2人 で3万 円前 後 といっ

た金額 であ る。 た だ細 か くみ れ ば,採 用 割合 は平 成11年 ころか ら多 少低 下

して きてい る。 また支給 額 につ いて は,配 偶者 で あ る第1順 位 の扶 養家 族へ

の支 給額 が平成11年 以 降,削 減 されて きて い るの に対 して,第2順 位 であ る

子 ど もへ の支給 額 は増加 す る傾 向が見 られ る。

表13大 企業での貨金構成比の推移

所定内賃金計 生活関連手当
年 基本給 奨励給 職務関連手当 その他手当

(単位:千 円) のうち家族手当

平成2年 297.687.30.94.47.03.SO.4

5年 322.688.60.73.96.63.20.3

7年 334.288.40.84.16.33.40.3

8年 340.788.60.73.76.83.50.3

9年 346.588.80.53.56.93.60.3

11年 356.087.OI.54.66.43.30.5

13年 367.186.42.44.36.33.40.6

15年 375.285.63.5416.32.60.5

16年 373.488.5]..72.96.43.00.5

17年 339.989.40.83.26.32.90.4

(資料出所)中央労働委員会事務局編 『賃金事情調査』各年版より作成。

同調 査 で は所 定 内賃金 の なか での基本 給 や諸手 当の構 成比 を調査 してい る

が,そ の推移 をま とめ たのが表13で あ る。 この なかの 「職 務 関連手 当」には

役付 手 当,交 代 手 当,特 殊 勤務 手 当 な どが含 まれ,「 生 活 関連 手 当」には家 族

手 当の他 に,通 勤 手 当,住 宅手 当,出 向手 当 な どが含 まれ て い る。表2-13

を見 る と,所 定 内賃金 の 中で の家 族 手 当の比 率 は3%を 切 る水 準 に まで低 下

してお り,縮 小 傾 向 にあ る とい わ ざる を得 な い。 この理 由 として は,① 採用

割 合 が多少 で あ るが低 下 してい る こ と,② 支 給額 が ほ とん ど増額 され てお ら

ず,所 定 内賃 金 の伸 び と比較 す る と大 きな差 が あ る こ と。例 えば平成11年

と平成16年 を比較 す る と,所 定 内賃 金 の伸 び は4.9%増 加 であ るが,家 族 手

当 の支給 額 は0.6%し か増 加 して い な い。③ 単 身者 の増 加 で,家 族手 当 を受

給 してい る労働 者 の割 合 が低 下 してい る可 能性 が あ る。④小 家 族化 の結 果,

扶養 家族 数 が減少 し,家 族 手 当の受 給額 が減 ってい る こ と,⑤ 共働 き夫婦 の

増加 で配偶者 に家 族手 当の受給 資格 の ない労働 者 が増加 した,な どが考 え ら



成果主義賃金制度の導入 と企業 コミュニティの変容49

れ る。つ ま り,企 業側 の人事労 務管 理制 度 のなか で家族 手 当が果 たす役 割が

小 さ くな って きてい る こ とと,労 働 者 の側 の家 族構 成 やそ の就業構 造 の変化

に よって,家 族 手 当の果 たす役 割が低 下 して きてい る面 の,両 面 で の変化 で

あ る。

「賃金事 情調査 」は産業 別 に調査 ・集計 してい るの で,産 業 ご とに家族 手 当

の割合 が どの程 度違 ってい るか を見 て生 きたい。 表14は 元の調 査 で は35の

産 業 に分類 してい る ものか ら,9つ の産 業 を抜 き出 して ま とめた もので あ る。

これか ら分 か る ように,産 業 に よって所 定 内賃金 の なか で家 族手 当 の 占め る

割合 はか な り大 き く異 な ってい る。電力(6.9%),新 聞 ・放 送{5.9%)の よ う

に大 きな比重 を しめ てい る産 業が ある一方 で,銀 行(1.7%),商 事(0.1%)の

ように微 々 た る額 に留 まっ てい る産 業 もあ る。 具体 的 な例 を示 せ ば,「 テ レ

ビ朝 日」で は配偶 者 に53,000円,子 ども1人 に28,000円 の家 族手 当が支給 さ

れて い る とい う14。配偶 者 と子 ど も2人 で10万 円 を超す 金 額 に な るわ けだ

か ら,家 族手 当 とい って もか な り大 きい とい え る。

表14産 業ごとの賃金構成比(平 成17年)

所定内賃金計 生活関連手当
産業 基本給 奨励給 職務関連手当 その他手当

(単位:千 円) のうち家族手当

製造業 322.559.71.03.35.73.00.2

薬品 376.58Z6α72ユ8.34.21.3

機械 315.390.70.22.56.42.$0.1

自動車 317.188.02.54.15.23.40.2

建設 434.288.71.44.75.00.80.2

銀行 361.,092.2-3.04.01.70.7

電力 341.,083.5-1.514.16.90.9

商事 532,096.1-0.13.00.10.8

新 聞 ・放送 376.787.00.50.511.55.90.5

産業 計 339.989.40.83.26.32.90.4

(資料出所)中 央労働委員会事務局編 「賃金事情調査』平成17年 版。

表15は これ らの産 業 ご との家族 手 当 の構 成 割合 が どの よ うに変 化 して き

たか を見 るため に,平 成2年,9年,17年 を取 り上 げてみ た。全体 の傾 向 と

同 じくどの産 業で も家 族 手 当の構 成 割合 は下 が って い るが,そ の低 下 の仕方

は産 業 ご とに異 なっ てい る。最 も大 き く割 合 を低 下 させ たの は銀行 で あ り,

金融危 機 ・再 編 の なか で賃金体 系 も大 き く変化 した こ とが窺 われ る。 また電
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力 や新 聞 ・放 送 も構 成割合 を下 げて はい るが,平 成2年 には1割 近 か った の

で,低 下 して きた とい って もまだ水 準 が高 い こ とも分 か る。 自動 車 は微 減 で

はあ るがあ ま り大 き くは変化 してお らず,従 来 の賃 金体系 を維 持 してい る と

い え よう。

表15家 族手当の構成割合の変化

平成2年 平成9年 平成17年
産業

生活関連手当隊 族手当 生活関連手当1家 族手当 生活関連手当 家族手当

製造業 6,63.8 6.23.4 5.73.0

薬品 10.46.3 11.25.9 8.34.2

機械 723.9 7.03.3 6.42.8

自動車 5.64.2 5.23.6 5.23.4

建設 5.3Y.4 5.92.2 5.00.8

銀行 7.24.1 6.63.7 4.01.7

電力 11.99.0 12.9B.」. 14.16.9

商事 6.30.8 6.Oo.s 3.00.1

新 聞 ・放送 13.09.5 13.78.6 11.55.9

産業 計 7.03.8 6.93.6 6.32.9

(資料出所)中 央労働委員会事務局編 『賃金事情調査』各年版 より作成。

5.お わ りに

各 種統 計調査 に よる家 族手 当 の近年 の動 向 を ま とめ る とと もに,そ こか ら

示 唆 され る点 に考 察 を加 えて結 び と したい。

(1)ま ず家族 手 当の支給 割合 につ いて は多 くの調査 が低 下傾 向 にあ るこ とを

示 してい る。 ただ 「賃金 事情調 査 」で は,平 成15年 まで の調査 結 果 で はあ る

が,大 きな変化 が 見 られ ない。 「民 間給 与 の実態 」で の500人 以上 での支給 割

合,ま た 「就労 条件 総合 調査 」で の1000人 以上 で の支給割合 が そ れぞれ ピー一

ク時 に比 べ10ポ イ ン ト以上 の落 ち込 み を示 して い る こ とか らす れ ば,お そ

ら く 「賃 金事 情調査 」 で も最 新 の調査 結果 が 出れ ば 支給割合 の低 下 が見 ら

れ るの では ないか と思 う。

(2)支 給 額 につ いて は,「民 間給 与 の実態」が低 下傾 向 を示 してい るの に対 し

て,「 就労 条件 総合 調査 」「中小 企業 の賃 金事情 調査 」「賃 金事情 調査 」で はそ

れ ほ どの減 少 は見 られ ない。手 当 の金 額 を見 直す とい うよ りは制 度 その もの

を廃 止 す る形 で の改 定 が 進 んで い る と考 えた ほ うが い い よ うに思 え る。 ま



成果主義賃金制度の導入 と企業 コミュニティの変容51

た,「就労 条件総 合調 査」は家 族 手 当 を受給 してい る労 働者1人 当た りの平 均

受給額 を算 出 して い るが,こ こに大 きな変化 が見 られ ない とい うこ とは扶 養

家 族 の構 成 に大 きな変 化 が ない とい うこ とであ りi配 偶者 の就 業状 況や 子 ど

もの数 に も変化 が ない こ とにな る。 もちろ ん,こ う した変化 が顕 著 にな るに

は もう少 し長 い タイムスパ ンが 必要 で はあ る。

(3)こ れ らの結果 として,所 定 内賃 金 の なかで の家 族手 当の構 成比 は,「就 労

条件 総合 調査 」「賃金事 情調 査」と も比 率 の低 下 を示 してい る。 この こ とが意

味す るの は,制 度 として の家 族 手 当 の支給額 に大 きな変 化 が ない こ と(第2

の点)を 前提 にす れば,制 度 を廃 止 した企 業 が増加 した(第1の 点)か,あ

るいは制度 に該 当 しない労働 者 が増加 した かの どち らか,あ るい は両方 で あ

る。後者 の点 に着 目す れ ば,家 族 手 当の制 度 に該 当 しない労働者 とは,単 身

で扶 養家 族 の いない労働 者 か,あ るい は夫婦 共働 きで配偶 者 が家 族 手 当の対

象 か ら除外 されて しま う労働 者 で あ り,こ う した労働 者 の増加 が家 族手 当の

構 成比 の低 下 とな って表 れて い る と考 え られ る。確 か に多 くの企業 が所得税

法 上 の控 除対 象 配偶者 に家 族手 当 の支給 を制 限 してい るの で,配 偶 者 に一定

以上 の収入 が あ る場合 に は,配 偶者 へ の家族 手 当 は受 け取 れ ない こ とにな る。

近 年 にお け る女性 就業 の拡 大 が家族 手 当の受給 を抑 えてい るの であ る。 また

この点 こそ,家 族 手 当の見 直 しや廃 止が進 む ひ とつ の要 因 で もあ る。

各家 族 の必要 に応 じて生 活保 障 を し,実 質 的 な平等 性 を確 保 す る とい う家

族 手 当の理念 は,世 帯 主 の単独 就業 を前提 に して考 え られ てい たか ら,配 偶

者 の就 業化 とい う現実 の流 れ の なかで大 きな困難 に直面 してい る。 家族 手 当

や年功 賃金 の理念 は,労 働 者 の背後 に存在 す る家族 世帯 に考慮 し,生 活保 障

しよ うとす る 「家 族賃 金」「世帯 賃 金」の観念 が基礎 に なってい る。 それ に対

し,成 果主 義賃 金 はそ う した背 後 の家族 世帯 に眼 を向 ける こ とな く,あ くま

で個 人 と して労働 者 を捉 えて い る。 これ は女性 就業 の拡 大 とい う現 実 に即 し

た観念 で もあ る。 だが,家 族 や生活 に眼 を向け る こ との ない賃金制 度が,コ

ミュニ テ ィ と して の企 業 を支 え られ るか は大 い に疑 問で あ る。

こ うした問題 を実証 的 に論 ず るた めに は,家 族 手 当 に関す る現在 の統 計調

査 資料 は不 十 分 で あ る。企業 側 か らみ た,「 どの程 度 の企 業 が い く ら支 給 し

て い るのか」につ いて のデ ー タで は な く,労 働 者個 人 の視 点 に立 って,「 誰 が
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どの程度受給 しているのか」が明らかになる調査資料が必要である。今後の

課題である。
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